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三条市農業委員会総会議事録

日 時 平成２５年１月３１日 午後３時００分

場 所 三条市役所 本庁舎４階全員協議会室

会議に付した議題

議第 １号 農用地利用集積計画について

議第 ２号 農地法第３条の規定による許可申請について

議第 ３号 事業計画変更承認申請について

議第 ４号 農地法第５条の規定による許可申請について

議第 ５号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願いについて

議第 ６号 農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更に係る意見につい

て

議第 ７号 農業委員会等に関する法律施行令第３条第２項の規定による意

見について

議第 ８号 農業委員会等に関する法律施行令第３条第３項の規定による文

書の作成について

議第 ９号 平成２５年度農作業賃金・機械作業料金について

報告事項 報第 １号 第２調査部会の調査結果報告について

報第 ２号 基盤強化法の解約通知について

報第 ３号 使用貸借の解約通知について

報第 ４号 農地法適用外事実確認証明について

報第 ５号 農地潰廃通報について

報第 ６号 作付変更届について

報第 ７号 農地法第３条の３第１項の届出について

その他

出席委員 ３２名

１番 大 桃 伸 之 委員 ３番 清 水 栄 委員

４番 村 井 善一郎 委員 ５番 熊 倉 睦 委員

６番 捧 譽 委員 ７番 阿 部 眞佐雄 委員

８番 刈 屋 一 夫 委員 ９番 佐 藤 満 委員

１０番 金 子 純 一 委員 １１番 内 山 清 委員

１２番 大 竹 一 雄 委員 １３番 鶴 巻 俊 樹 委員

１４番 村 山 佐喜雄 委員 １５番 山ノ内 正 委員
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１６番 大 竹 正 信 委員 １７番 廣 川 哲 也 委員

１８番 田 邉 稔 委員 １９番 五十嵐 俊 雄 委員

２０番 坂 井 和 弘 委員 ２１番 阿 部 銀次郎 委員

２２番 野 水 敏 秋 委員 ２３番 野 﨑 文 夫 委員

２４番 髙 山 博 委員 ２５番 佐 藤 裕 雄 委員

２７番 星 野 英 治 委員 ２８番 藤 田 吉 則 委員

２９番 渡 邉 一 英 委員 ３０番 原 正 利 委員

３１番 小 師 勉 委員 ３２番 目 黒 伸 一 委員

３４番 蒲 澤 正 委員 ３５番 小 林 六 一 委員

欠席委員 ３名

２番 鶴 巻 純 一 委員 ２６番 阿 部 新一郎 委員

３３番 山 田 佳 典 委員

職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長 大 坂 純 司

事 務 局 次 長 渡 邊 博 之

経営基盤係副参事 麦 倉 政 勝

農 地 係 主 任 堀 江 定 昭

午後３時００分 開会及び開議

（午後３時００分 三條新聞社傍聴）

議長（野﨑会長）

それでは、時間になりましたので、定例総会を開会いたします。

私のほうから情報として話をさせていただきます。来月に入りますと、三条市は転作

の配分をするところでございます。まだ決定事項でありませんが、数量配分につきまし

ては、県全体として０．５％マイナスということでなっております。三条市の場合は０．

１％増ということで減反、昨年度とほぼ同じ、横ばいになってくるのではないかという

話でございます。

各地域の内容を見ますと、三条地区においてはマイナス０．２％、栄地区は０．９％

の増ということでございます。そして、下田はマイナス０．７％ということになってお

る次第でございます。

それでは、出席状況を申し上げます。現在、定員３５名のところ、欠席３名、出席３

２で、会議は成立いたします。

なお、議事録署名人につきましては、定めにより私から指名をいたします。９番、佐

藤満委員、２７番、星野英治委員を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。

それでは、早速に議事に入ります。

議第１号『農用地利用集積計画について』議題といたします。
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事務局、説明願います。

事務局（大坂事務局長）

それでは、議第１号『農用地利用集積計画について』説明いたします。

１９ページをごらん願います。今月の申請は、新規設定５５件。２６万８５２．７１

㎡、再設定５０件、２９万５，１８４．０６㎡、所有権移転２件、５，００４㎡であり

ます。合計では１０７件、５６万１，０４０．７７㎡であります。

それでは、戻りまして１ページの４６１番から順に説明いたします。

４６１番は、新光地内の農地２筆、１，９９２㎡をあっせんによる売買により取得し

たいものであります。価格は、１０ａ当たり約２６０万円であります。

４６２番は、新光地内の農地３筆、３，０１２㎡をあっせんによる売買により取得し

たいものであります。価格は、１０ａ当たり約２７０万円であります。

４６３番は、興野３丁目ほか地内の農地３筆、３，７０９．３㎡を新規により２年間

利用権設定するものであります。

４６４番は、東大崎１丁目地内の農地１筆、２，０３３㎡を新規により２年間利用権

設定するものであります。

４６５番は、須戸新田地内の農地９筆、９，１７０㎡を新規により２年間利用権設定

するものであります。

４６６番は、月岡４丁目地内の農地１筆、６２８㎡を新規により２年間利用権設定す

るものであります。

４６７番は、月岡４丁目地内の農地２筆、５９１㎡を新規により２年間利用権設定す

るものであります。

４６８番は、桑切地内の農地４筆、１，９８８㎡を新規により２年間利用権設定する

ものであります。

４６９番は、森町地内の農地１筆、１，９６７㎡を新規により２年間利用権設定する

ものであります。

４７０番は、曲谷地内の農地１筆、２，８３３㎡を新規により２年間利用権設定する

ものであります。

４７１番は、下大浦ほか地内の農地１２筆、４，２４３㎡を新規により４年間利用権

設定するものであります。

４７２番は、月岡ほか地内の農地５筆、２，４６０㎡を新規により５年間利用権設定

するものであります。

４７３番は、上須頃地内の農地１筆、１，０２１㎡を新規により５年間利用権設定す

るものであります。

４７４番は、荻島地内の農地２筆、２，０４２㎡を新規により５年間利用権設定する

ものであります。

４７５番は、代官島地内の農地５筆、４，２８２㎡を新規により５年間利用権設定す

るものであります。

４７６番は、長野地内の農地１筆、３，０２７㎡を新規により５年間利用権設定する
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ものであります。

４７７番は、長野地内の農地２筆、５，５３４㎡を新規により５年間利用権設定する

ものであります。

４７８番は、落合地内の農地４筆、２，４６３㎡を新規により５年間利用権設定する

ものであります。

４７９番は、落合地内の農地３２筆、１万８４５．４１㎡を新規により５年間利用権

設定するものであります。

４８０番は、大平地内の農地２筆、４，３３９㎡を新規により６年間利用権設定する

ものであります。

４８１番は、笹岡地内の農地１筆、９５１㎡を新規により７年間利用権設定するもの

であります。

４８２番の１は、東鱈田地内の農地１筆、１，８８２㎡を新規により９年間利用権設

定するものであります。

４８３番の１は、上保内地内の農地２筆、２，８１５㎡を新規により９年間利用権設

定するものであります。

４８４番の１は、下保内地内の農地１筆、１，２３５㎡を新規により９年間利用権設

定するものであります。

４８５番の１は、西大崎２丁目地内の農地３筆、２，７７６㎡を新規により９年間利

用権設定するものであります。

４８６番の１は、月岡１丁目ほか地内の農地１１筆、６，０５６㎡を新規により９年

間利用権設定するものであります。

４８７番の１は、長沢地内の農地１０筆、１万４４０㎡を新規により９年間利用権設

定するものであります。

４８８番の１は、下保内地内の農地５筆、４，７０５㎡を新規により９年間利用権設

定するものであります。

４８９番の１は、東鱈田地内の農地３筆、４，１３１㎡を新規により９年間利用権設

定するものであります。

４９０番の１は、須戸新田ほか地内の農地２２筆、２万９５２㎡を新規により９年間

利用権設定するものであります。

４９１番の１は、上保内地内の農地１筆、９９５㎡を新規により９年間利用権設定す

るものであります。

４９２番の１は、東本成寺ほか地内の農地１０筆、１万４，２１９㎡を新規により９

年間利用権設定するものであります。

４９３番の１は、片口地内の農地５筆、１，１４２㎡を新規により９年間利用権設定

するものであります。

４９４番は、柳川新田ほか地内の農地９筆、１万５９１㎡を新規により９年間利用権

設定するものであります。

４９５番は、塚野目地内の農地３筆、２，３４５㎡を新規により９年間利用権設定す
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るものであります。

４９６番は、三貫地新田地内の農地５筆、２，５４６㎡を新規により９年間利用権設

定するものであります。

４９７番は、塚野目ほか地内の農地３筆、２，９２１㎡を新規により９年間利用権設

定するものであります。

４９８番は、塚野目地内の農地１筆、１，６８５㎡を新規により９年間利用権設定す

るものであります。

４９９番は、塚野目地内の農地２筆、２，９８１㎡を新規により９年間利用権設定す

るものであります。

５００番は、三貫地新田地内の農地１筆、３９６㎡を新規により９年間利用権設定す

るものであります。

５０１番は、塚野目ほか地内の農地２１筆、１万６，０１５㎡を新規により９年間利

用権設定するものであります。

５０２番は、鶴田地内の農地１筆、２，０２３㎡を新規により９年間利用権設定する

ものであります。

５０３番は、須戸新田地内の農地２筆、１，３８８㎡を新規により９年間利用権設定

するものであります。

５０４番は、柳場新田地内の農地３筆、１，２９４㎡を新規により９年間利用権設定

するものであります。

５０５番は、金子新田地内の農地１筆、２，４４５㎡を新規により９年間利用権設定

するものであります。

５０６番は、荻島地内の農地４筆、２，９８０㎡を新規により９年間利用権設定する

ものであります。

５０７番は、井戸場地内の農地１筆、１，０３１㎡を新規により９年間利用権設定す

るものであります。

５０８番は、代官島ほか地内の農地７筆、５，８７４㎡を新規により９年間利用権設

定するものであります。

５０９番は、鬼木地内の農地２筆、４２２㎡を新規により９年間利用権設定するもの

であります。

５１０番は、名下地内の農地８筆、１万１，９１８㎡を新規により９年間利用権設定

するものであります。この欄の右側の貸借料といたしまして、土地改良費償還金相当額

と記載されております。確認いたしましたところ、金額に換算いたしますと、１０ａ当

たり１万６，８００円相当ということになりますので、報告させていただきます。

続きまして、５１１番は新光地内の農地１９筆、１万７，６２１㎡を新規により９年

間利用権設定するものであります。

５１２番は、塚野目ほか地内の農地１０筆、９，８０７㎡を新規により９年間利用権

設定するものであります。

５１３番は、柳川新田地内の農地１筆、２，０２３㎡を新規により９年間利用権設定
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するものであります。

５１４番の１は、小古瀬地内の農地１筆、４，５４５㎡を新規により１０年間利用権

設定するものであります。

５１５番の１は、小古瀬地内の農地１筆、５，０００㎡を新規により１０年間利用権

設定するものであります。

５１６番の１は、福島新田地内の農地３筆、８，９５９㎡を新規により１０年間利用

権設定するものであります。

５１７番は、上大浦地内の農地９筆、８，５６８㎡を新規により１０年間利用権設定

するものであります。

次の５１８番から１９ページの５６７番までの５０件につきましては、再設定であり

ますので、説明を略させていただきます。

続きまして、２０ページをごらん願います。番号で言いますと、４８２番の２から２

２ページの５１６番の２までの枝番がついております１５件、８万９，８５２㎡につき

ましては、農用地利用集積円滑化事業で新規設定により９年間から１０年間利用権設定

するものであり、議案中の枝番１と枝番２は連動しておりますので、そのようにごらん

いただきたいと思います。

いずれも申請人の書類確認及び経営面積、従事日数など、農業経営基盤強化促進法第

１８条第３項の各要件を満たしております。

以上であります。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入る前に先日調査部会で調査いただいておりますので、その結果報

告を願います。

第２調査部会長は、坂井代理の隣に着席願います。

第２調査部会長（８番刈屋一夫委員）

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。

それでは、第２調査部会の調査結果についてご報告いたします。

第２調査部会では、１月２５日午前９時から厚生福祉会館第２集会室におきまして、

部会員と野﨑会長、坂井会長代理出席のもと会議を開催いたしました。

事務局より日程説明、議案説明を受け、全案件につきまして意見決定を経て、午後１

２時３０分に閉会いたしました。

ただいま意見が求められています議第１号『農用地利用集積計画について』は、新規

設定５５件、再設定５０件、所有権移転２件、合計件数１０７件、面積にして５６万１，

０４０．７７㎡で、書類審査及び事務局からの詳細説明を受け、いずれも経営面積、従

事日数など、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、全件許

可相当といたしました。

以上です。
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議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。なお、委員の質問

等の発言については挙手をし、発言を求め、議長の許可を得てから発言願います。

ご発言がないようですので、お諮りいたします。議第１号につきましては、ただいま

調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第２号『農地法第３条の規定による許可申請について』議題といたし

ます。

事務局、説明願います。

事務局（大坂事務局長）

それでは、議第２号『農地法第３条の規定による許可申請について』説明いたします。

３０ページをごらん願いたいと思います。今月の申請は、１２件の申請で、合計１４

万５，１９１．６１㎡であります。

それでは、戻りまして２４ページの６９番から順に説明いたします。

６９番は、吉田地内の農地２筆、３，５８８㎡を譲り受け人が経営規模拡大を図るた

め、売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり約７４０万円でありま

す。

７０番は、取り下げでございます。

７１番は、早水地内の農地１筆、６２㎡を譲り受け人が経営規模拡大を図るため、売

買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり約５０万円であります。

７２番は、井栗２丁目地内の農地６筆、３，０３２㎡を経営の若返りを図るため、同

一世帯内後継者が使用貸借権を設定するものであります。

７３番は、上保内ほか地内の農地３８筆、１万７，３２９．９１㎡を経営の若返りを

図るため、同一世帯内後継者が使用貸借権を設定するものであります。

７４番は、金子新田ほか地内の農地６０筆、２万５，６７６．１８㎡を経営の若返り

を図るため、後継者が使用貸借権を設定するものであります。

７５番は、代官島ほか地内の農地２５筆、１万５，６４２．０６㎡を経営の若返りを

図るため、同一世帯内後継者が使用貸借権を設定するものであります。

７６番は、井戸場地内の農地１１筆、７，２７１㎡を経営の若返りを図るため、同一

世帯内後継者が使用貸借権を設定するものであります。

７７番は、井戸場地内の農地１９筆、５，２４５．６６㎡を経営の若返りを図るため、

同一世帯内後継者が使用貸借権を設定するものであります。
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７８番は、蔵内ほか地内の農地５筆、１万９，５５８㎡を経営の若返りを図るため、

同一世帯内後継者が使用貸借権を設定するものであります。

７９番は、葎谷ほか地内の農地１４筆、３，２５８．５６㎡を経営の若返りを図るた

め、同一世帯内後継者が使用貸借権を設定するものであります。

８０番は、笹岡ほか地内の農地２０筆、１万７，７４０．２４㎡を経営の若返りを図

るため、同一世帯内後継者が使用貸借権を設定するものであります。

８１番は、濁沢地内の農地２１筆、２万６，７８８㎡を経営の若返りを図るため、同

一世帯内後継者が使用貸借権を設定するものであります。

なお、いずれも申請人の書類及び現地確認、取得後の全ての農地を利用すること、機

械、労働力、技術、下限面積を超えていることなどから、許可要件を全て満たしており

ます。

以上であります。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会長の調査結果を報告願います。

８番、刈屋委員。

第２調査部会長（８番刈屋一夫委員）

議第２号『農地法第３条の規定による許可申請について』は、売買によるもの２件、

使用貸借によるもの１０件、合計件数１２件、面積１４万５，１９１．６１㎡で、現地

調査を含む書類審査及び事務局の現地確認結果など詳細説明を受け、いずれも譲り受け

人の経営面積や機械、労働力、技術、下限面積などの許可要件を全て満たしており、全

件許可相当といたしました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言願います。

発言がないようですので、お諮りいたします。議第２号につきましては、ただいま調

査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第３号『事業計画変更承認申請について』議題といたします。

事務局、説明願います。

事務局（大坂事務局長）
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それでは、議第３号『事業計画変更承認申請について』説明いたします。

まず、３１ページをごらん願います。今月の申請は、１件の申請で、９７９㎡であり

ます。

２６番から説明いたします。

２６番は、南四日町４丁目地内の農地１筆、９７９㎡を自家用車庫１棟と貸し駐車場

２２台の用地として利用したいものです。場所につきましては、南小学校南側隣接地で

第３種農地に該当しております。

いずれも申請人の書類及び現地確認し、立地基準及び一般基準などの許可要件を全て

満たしております。

以上であります。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会長の調査結果を報告願います。

８番、刈屋委員。

第２調査部会長（８番刈屋一夫委員）

議第３号『事業計画変更承認申請について』は、件数にして１件、面積にして９７９

㎡で、現地調査を含む書類審査及び事務局の現地確認結果など詳細説明を受け、立地基

準及び一般基準を満たしており、承認相当といたしました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言願います。

ご発言がないようですので、お諮りいたします。議第３号につきましては、ただいま

調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第４号『農地法第５条の規定による許可申請について』を議題といた

します。

事務局、説明願います。

事務局（大坂事務局長）

それでは、議第４号『農地法第５条の規定による許可申請について』説明いたします。

今月の申請は、３４ページをごらん願います。６件の申請で、合計１万２，１０８㎡

であります。
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それでは、戻りまして３２ページの１１１番から順に説明をいたします。

１１１番は、先ほど事業計画変更承認申請での農地法第５条の許可申請でありますの

で、説明を略させていただきます。

１１２番は、西裏館３丁目地内の農地２筆、１，９６６㎡を売買により取得し、宅地

造成１０区画の用地として利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約２万

５，０００円であります。場所につきましては、レディスクリニック石黒北東側３５０

ｍ付近で、農用地区分は第３種農地に該当しております。

１１３番は、三柳地内の農地２筆で、８８８㎡を売買により取得し、貸し駐車場２７

台の用地として利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約６，０００円で

あります。場所につきましては、三柳石動宮の北西側１００ｍ付近です。農用地区分は、

第３種農地に該当しております。

１１４番は、今井地内の農地７筆で、７，８４７㎡を売買により取得し、倉庫、事務

所１棟、駐車場７６台の用地として利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当た

り約７，０００円であります。場所につきましては、老人ホーム長和園の西側３００ｍ

付近です。農用地区分は、第３種農地に該当しております。

１１５番は、鬼木地内の農地１筆、１９４㎡を賃借権の設定により取得し、農業機械

格納庫１棟の用地として利用したいものです。場所につきましては、鬼木集会所南側２

００ｍ付近です。農用地区分は、第３種農地に該当しております。

１１６番は、下保内地内の農地１筆で、２３４㎡を売買により取得し、住宅１棟の用

地に利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約１万円であります。場所に

つきましては、保内緑化木センター東側３００ｍ付近で、第３種農地に該当しておりま

す。

いずれも申請人の書類及び現地確認し、立地基準及び一般基準などの許可要件を全て

満たしております。

以上であります。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会長の調査結果を報告願います。

８番、刈屋委員。

第２調査部会長（８番刈屋一夫委員）

議第４号『農地法第５条の規定による許可申請について』は、件数にして６件、面積

にして１万２，１０８㎡で、１１２番、１１４番の現地調査と１１４番の事情聴取を含

む書類審査及び事務局の現地確認結果など詳細説明を受け、いずれも立地基準及び一般

基準を満たしており、全件許可相当といたしました。

以上です。

議長（野﨑会長）
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ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言願います。

ご発言がないようですので、お諮りいたします。議第４号につきましては、ただいま

調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

なお、ただいま許可相当とした案件については県農業会議へ諮問し、答申があった後

に許可といたします。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第５号『相続税の納税猶予に関する適格者証明願いについて』を議題

といたします。

事務局、説明願います。

事務局（大坂事務局長）

議第５号『相続税の納税猶予に関する適格者証明願いについて』説明いたします。

３５ページをごらんいただけますでしょうか。今月の申請は、１件であります。

議案中の番号１の被相続人は、平成２４年７月９日死亡され、相続人の協議の結果、

遺産分割協議が成立いたしました。農地の相続面積は、田畑合わせて７，２５８．４９

㎡でございますが、今回の相続税の納税猶予に関する適格者証明願が出された農地は２，

５９６㎡で、農地として適正に管理されています。

以上であります。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会長の調査結果を報告願います。

第２調査部会長（８番刈屋一夫委員）

議第５号『相続税の納税猶予に関する適格者証明願いについて』は、件数にして１件、

１名の申請について、書類審査及び事務局の現地確認結果など詳細説明を受け、全て農

地として適正管理されており、適格者証明は適当と判断いたしました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言がないようですので、お諮りいたします。議第５号につきましては、ただいま

調査部会長の調査結果報告のとおり、適格者として証明を与えることにご異議ございま

せんか。
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（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第６号『農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更に係る意見につ

いて』を議題といたします。

事務局、説明願います。

事務局（大坂事務局長）

この議案は、別冊となっておりますので、よろしくお願いいたします。

それでは、議第６号『農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更に係る意見につい

て』説明いたします。

今回審議いただく案件の中に、土地改良事業完了後、８年未経過の土地はございませ

ん。

まず、三条地区についてご説明いたします。三条地区でお願いする案件は、重要変更

１件、携帯中継基地局１件について三条農業振興地域整備計画・農用地利用計画の変更

をお願いするものです。

三条地区の１件目について説明いたします。

申請人は、株式会社小池であります。株式会社小池は、衣料品、食料品、日用雑貨品

等の小売業を営んでおり、西大崎地内に店舗を構えております。しかし、売り上げ増大

を目指すため、店舗の拡張をしたいものであります。

変更箇所につきましては、変更箇所位置図（１）をごらんいただきたいと思います。

申請土地は、三条市西大崎１丁目１８０９番地ほか１筆でございます。合計で１，４

４７㎡です。当該土地は、既存店舗の南側に位置しております。

続きまして、２件目について説明いたします。

申請人は、ソフトバンクモバイル株式会社であります。申請人は、携帯通信事業者で

あり、三条エリアに携帯中継基地局設置計画を進めております。今回目的エリアに携帯

中継基地局の用地を確保するものであります。

変更箇所につきましては、変更箇所位置図（２）をごらんください。

申請土地は、三条市嘉坪川字新通１２１２―１のうち１６４．３９㎡です。

なお、当案件は農地転用許可不要案件でございます。

次に、栄地区について説明いたします。

栄地区でお願いする案件は、携帯中継基地局１件について、栄農業振興地域整備計画

・農用地利用計画の変更をお願いするものです。

申請人は、ソフトバンクモバイル株式会社でございます。申請人は、携帯通信事業者

でありまして、栄エリアにおいても携帯中継基地局設置計画を進めております。今回目

的エリアに携帯中継基地局の用地を確保するものであります。

変更箇所につきましては、変更箇所位置図（１）をごらん願いたいと思います。
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土地は、三条市前谷地字前田３０―１のうち８０㎡でございます。

なお、この当案件につきましても先ほどと同じように農地転用許可不要案件でござい

ます。

次に、下田地区について説明いたします。

下田地区でお願いする案件は、重要変更２件、軽微変更１件、携帯中継基地局１件に

ついて、下田農業振興地域整備計画・農用地利用計画の変更をお願いするものでありま

す。

下田地区の１件目について説明いたします。

申請人は、長沢地内に居宅を構えておりますが、県道下田見附線の拡張改良工事に伴

い、住宅と作業所及び格納庫を建築したところ、農振農用地であったため本申請を行う

ものであります。

変更箇所につきましては、変更箇所位置図（１）をごらんください。

申請土地は、三条市長沢字カフシ沢１４３０―１ほか１筆、３８５㎡です。当該土地

は、申請者の既存住宅の東に隣接しております。

下田地区の２件目について説明いたします。

申請人は、田屋地内に居宅を構えておりますが、五十嵐川河川災害復旧工事により永

田新橋かけかえ及び引き堤防計画の対象地内となってしまい、移転を迫られております。

よって、同集落内に住宅及び作業所兼倉庫を建設したいものであります。

変更箇所につきましては、変更箇所位置図（２）をごらんいただきたいと思います。

申請土地は、三条市田屋字菅原２５８―１のうち８００㎡です。

当該土地は、申請者の自宅の北西側に位置しております。

下田地区の３件目について説明いたします。

申請人は、長沢農機利用組合の代表でありますが、既存の農舎が老朽化及び手狭とい

うことで、申請地に農舎を建築したいものであります。

変更箇所につきましては、変更箇所位置図（３）をごらんください。

申請土地は、三条市長沢字沢見９４８―１のうち５３１㎡です。当該土地は、申請者

の農機具格納庫の東側に隣接しております。

下田地区４件目について説明いたします。

申請者は、ソフトバンクモバイル株式会社でありまして、申請人は携帯通信事業者で

あり、下田エリアに携帯中継基地局設置計画を進めております。今回目的エリアに携帯

中継基地局の用地を確保するものであります。

変更箇所につきましては、変更箇所位置図（４）をごらんください。

申請土地は、三条市高屋敷字前新田１２６―１のうち８０㎡でございます。

当案件は、農地転用許可不要案件であります。

以上、７件であります。ご審議の上、意見を賜りますようお願いいたします。

以上であります。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。
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それでは、質疑の前に調査部会長の調査結果を報告願います。

第２調査部会長（８番刈屋一夫委員）

議第６号『農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更に係る意見について』は、三

条地区２件、面積は１，６１１．３９㎡、栄地区１件で、面積は８０㎡、下田地区４件

で、面積は１，７９６㎡、現地調査を含む書類審査を行い、全件、変更やむを得ないも

のと認めるという意見であります。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言がないようですので、お諮りいたします。議第６号につきましては、ただいま

調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

第２調査部会長、自席へお戻りください。

ありがとうございました。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第７号『農業委員会等に関する法律施行令第３条第２項の規定による

意見について』、議第８号『農業委員会等に関する法律施行令第３条第３項の規定による

文書の作成について』、２件を議題といたします。

事務局、説明願います。

事務局（大坂事務局長）

それでは、議第７号『農業委員会等に関する法律施行令第３条第２項の規定による意

見について』説明いたします。

議第７号の本日ご配付させていただきました参考資料をごらん願いたいというふうに

思います。

先般１月２４日でございますけれども、委員の皆様から選挙人名簿の審査をいただき

ました。その審査結果に基づき投票区、行政区ごとの登録者数を集計したものでござい

ます。三条市全体では４，５２６世帯、男性６，４５０人、女性５，３５１人、計１万

１，８０１人でございます。

それから、昨年の１月３１日の数字と比較いたしますと、三条地区ではマイナス５３

人の５，１５２人でございます。栄地区ではマイナスの３５人、３，０３３人でござい

ます。下田地区ではマイナスの４１人、３，６１６人でございます。市全体では１２９

人のマイナスで１万１，８０１人でございます。
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登録者数は以上のとおりであります。ご決定をいただきますと、総会終了後、選挙管

理委員会に送付させていただきますので、よろしくお願いいたします。

続きまして、議第８号『農業委員会等に関する法律施行令第３条第３項の規定による

文書の作成について』説明いたします。

これも本日お配りした資料でございます。議第７号参考資料をごらんいただきたいと

思います。

ご承知のように、選挙人名簿の申請がなかった場合に代申制度があります。参考資料

のとおり、投票区ごとの代申件数であります。三条地区では１２投票区の計で５７２件、

栄地区では９投票区の計で３３４人、下田地区では１３投票区の計で６６６件、市全体

では３４投票区の計で１，５７２件でありました。

以上、議第７号及び議第８号について、よろしく審議をお願いいたします。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、議第７号、議第８号につきましては、ただいま事務局が申し上げたとおり

とすることにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第９号『平成２５年度農作業賃金及び機械作業料金について』議題と

いたします。

この件につきましては、今までも上程させていただいて、農政対策部会に付託を申し

上げ、議論していただいた経緯があります。今回も農政対策部会に付託したらいかがと

提案申し上げますが、いかがでしょうか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものといたします。

それでは、議第９号につきましては農政対策部会に付託をいたすことにいたします。

農政対策部会長、野水委員、よろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

以上、議事が終わりましたので、報告事項に移ります。

報第１号につきましては、ただいま議事の中で報告をいただいておりますので、省略

をいたします。

議長（野﨑会長）
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報第２号から報第７号まで続けて事務局より報告願います。

事務局（大坂事務局長）

（別添報告書により説明）

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

報告の中で質問がございましたら、ご発言いただきたいと思います。

ご発言がないようですので、報告事項を終わります。

来月の調査部会の案内をお願いいたします。

第１調査部会長、１４番、村山委員。

第１査部会長（１４番村山佐喜雄委員）

来月は、第１調査部会の当番なので、２月２５日午前９時から厚生会館第２集会室で

会議を開催いたします。関係委員は、出席をお願いいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

来月の部会は、２月２５日９時からということで、よろしくお願いいたします。

なお、来月の総会は２８日を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。

それでは、長時間にわたって審議いただきまして、ありがとうございました。

以上をもちまして定例総会を閉会いたします。

午後３時５５分 閉会
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会議の 末を記載し、その相違ないことを証するために、ここに署名捺印する。

三 条 市 農 業 委 員 会 会 長

議事録署名委員（ ９番）

議事録署名委員（２７番）


